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第
百
九
十
二
回
臨
時
国
会
に
お
け
る
安
倍
総
理
の
所
信
表
明
演
説
で
の
「
選
挙
で
示
さ
れ
た
国
民
の
意
思
」
と

の
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
六
日
、
衆
議
院
本
会
議
で
行
わ
れ
た
所
信
表
明
演
説
に
お
い
て
、
安
倍
総
理
は
、
「
参
議
院
選
挙

で
、
自
由
民
主
党
と
公
明
党
の
連
立
与
党
は
、
目
標
の
改
選
過
半
数
を
大
き
く
上
回
る
勝
利
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

「
こ
の
道
を
、
力
強
く
、
前
へ
」
こ
れ
が
、
選
挙
で
示
さ
れ
た
国
民
の
意
思
で
あ
り
ま
す
。
安
定
的
な
政
治
基
盤
の
上
に
、

し
っ
か
り
と
結
果
を
出
し
て
い
く
。
国
民
の
負
託
に
応
え
て
い
く
決
意
で
あ
り
ま
す
」
と
表
明
し
た
。

こ
の
発
言
に
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

安
倍
総
理
は
、
「
こ
れ
が
、
選
挙
で
示
さ
れ
た
国
民
の
意
思
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
こ
れ
が
」
と
は
、
「
こ
の
道
を
、

力
強
く
、
前
へ
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

安
倍
総
理
の
い
う
「
こ
の
道
」
と
は
、
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

「
前
へ
」
と
は
、
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

安
倍
総
理
は
行
政
府
の
長
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
第
七
十
二
条
で
い
う
「
内
閣
総
理
大
臣
は
」
「
行
政
各
部
を
指
揮
監

督
」
す
る
権
能
を
持
つ
。
ま
た
日
本
国
憲
法
第
六
十
五
条
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
行
政
権
は
、
内
閣
に
属
す
る
」
の
で
あ
る

一



が
、
安
倍
総
理
が
ど
の
よ
う
に
政
府
機
関
を
指
揮
監
督
し
、
ど
の
よ
う
な
状
態
に
至
ら
せ
る
こ
と
が
「
前
へ
」
に
あ
た
る
の

か
。
日
本
国
憲
法
第
七
十
二
条
で
は
、
「
内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
を
代
表
し
て
議
案
を
国
会
に
提
出
し
、
一
般
国
務
及
び

外
交
関
係
に
つ
い
て
国
会
に
報
告
」
す
る
責
務
が
あ
る
も
の
の
、
定
義
が
曖
昧
で
判
然
と
し
な
い
言
葉
を
多
用
す
る
所
信
表

明
演
説
が
行
わ
れ
て
も
、
多
く
の
国
民
に
は
理
解
で
き
な
い
し
、
わ
れ
わ
れ
国
会
議
員
も
、
日
本
国
憲
法
の
前
文
で
い
う

「
日
本
国
民
は
、
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に
お
け
る
代
表
者
を
通
じ
て
行
動
」
す
る
た
め
の
役
割
を
果
た
し
え
な
い
。
安

倍
総
理
は
所
信
表
明
演
説
を
行
う
に
あ
た
り
、
も
っ
と
具
体
的
か
つ
明
瞭
な
文
言
を
使
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
判
然
と
し
な

い
文
言
を
所
信
表
明
演
説
で
多
用
す
る
こ
と
は
日
本
国
憲
法
の
求
め
る
と
こ
ろ
に
も
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
見
解
を
示
さ

れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


